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したがって，原子炉建屋付属棟屋上区域には火災感知器を設置しな

い設計とする。 

・使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンク

使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンクについては

内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タン

クには火災感知器を設置しない設計とする。

・排気筒モニタ設置区画

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画

に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪

失することは考えにくく，重要度クラス3 の設備として火災に対して

代替性を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器

を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する中央

制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するア

ナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を

組み合わせて設置する設計とする。 

・不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器を設けた火災区域又は火災区画

不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容

器，タンク，弁，コンクリート構築物等については流路，バウンダリ

としての機能が火災により影響を受けないことから消防法又は建築基

準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

(3) 火災受信機盤

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，火災感知設備の作
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災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可

能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可

燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動

又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化

物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とし，これ以外（計

器など）の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う

設計とする。 

ｄ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

(a) 屋外の火災区域(海水ポンプ室，非常用ディーゼル発電機ルーフベ

ントファン室，スイッチギア室チラーユニット及びバッテリー室

送風機設置区域) 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備で消火を行

う設計とする。 

(b) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火

災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

(c) 中央制御室 

火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない中央制御室には，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は設

置せず，消火器で消火を行う設計とする。また，中央制御室制御盤内

の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火

を行う。中央制御室床下コンクリートピットについては，中央制御室

からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備
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の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの波長帯を3つ検知した場

合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設

置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置す

ることとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，

太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置す

ることで誤作動を防止する設計とする。 

また，火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画

は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

(3) 火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(4) 火災感知設備の電源確保 

緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から

電力が供給されるまでの 92 分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄

電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機

が接続されている非常用電源及び常設代替高圧電源装置が接続されている

緊急用電源より供給する設計とする。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備につい

ては，外部電源喪失時に機能を失わないように，緊急時対策所用発電機か

らの電力が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有した蓄電池を

設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，外部電源喪

失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計

であるが，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動
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炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排風機の容量

が約 16,980m３／hであることから，煙が充満しないため，消火活動が

可能である。 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて

行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6 階 

原子炉建屋原子炉棟 6 階は煙の充満により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画であるため，消火器で消火を行う設計とする。 

(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火

災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設

備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないように，区分分

離や位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計基準事故対

処設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，上記

の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。 

(4) 火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 
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